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■
水
洗
化
工
事
は
お
早
め
に

　

下
水
道
が
供
用
開
始
に
な
っ
た

地
区
の
家
屋
の
所
有
者
は
、
供
用

開
始
の
日
か
ら
３
年
以
内
に
く
み

取
り
便
所
を
水
洗
便
所
に
改
造

し
、
台
所
、
風
呂
な
ど
の
生
活
排

水
を
速
や
か
に
接
続
す
る
こ
と
が

下
水
道
法
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

下
水
道
に
接
続
す
る
た
め
の
排

水
設
備
工
事
は
、
工
事
に
必
要
な

知
識
と
技
能
を
持
っ
て
い
る
市
の

指
定
工
事
店
で
な
け
れ
ば
施
工
で

き
ま
せ
ん
。
指
定
工
事
店
に
つ
い

て
は
下
水
道
課
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

速
や
か
な
下
水
道
接
続
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
水
洗
ト
イ
レ
改
造
資
金
の
融
資

あ
っ
せ
ん

　

市
で
は
、
公
共
下
水
道
や
公
共

設
置
型
浄
化
槽
の
普
及
促
進
を
図

る
た
め
、
く
み
取
り
便
所
の
水
洗

化
や
、
排
水
設
備
の
改
造
工
事
に

必
要
な
資
金
の
融
資
あ
っ
せ
ん
を

行
っ
て
い
ま
す
。

●
対
象
者
…
次
の
条
件
を
す
べ
て

満
た
し
て
い
る
方
。

▼
市
税
や
受
益
者
負
担
金
な
ど
を

滞
納
し
て
い
な
い
。

▼
新
築
で
な
い
家
屋（
地
域
に
よ

り
、
対
象
に
な
ら
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
）。

▼
家
屋
の
所
有
者
、
ま
た
は
所
有

者
の
同
意
を
得
て
使
用
し
て
い

る
方
。

●
融
資
あ
っ
せ
ん
限
度
額
…
一
戸

に
つ
き
45
万
円

●
返
済
期
間
…
最
長
45
か
月

●
利
子
…
市
が
負
担（
実
質
無
利

子
）

●
取
扱
金
融
機
関
…
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
を
除
く
市
内
の
金
融
機
関

※
金
融
機
関
の
審
査
に
よ
っ
て

は
、
融
資
が
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

問
下
水
道
課　

訓

　
（
２
３
）８
７
１
２

　

現
在
、
市
で
は
運
転
免
許
証
を

自
主
的
に
返
納
し
た
65
歳
以
上
の

市
民
に
対
し
て
、
バ
ス
の
無
料
乗

車
証
を
交
付
し
て
い
ま
す
が
、
10

月
1
日
か
ら
有
効
期
間
を
５
年
間

に
延
長
し
ま
す
。

●
対
象
…
運
転
免
許
証
自
主
返
納

時
に
お
い
て
満
65
歳
以
上
の
市

民
●
対
象
公
共
交
通
機
関　

▼
市
営
バ
ス

▼
東
野
交
通
路
線
バ
ス（
無
料
乗

車
対
象
路
線
・
区
間
）

▼
デ
マ
ン
ド
交
通
バ
ス（
黒
羽
・

川
西
・
両
郷
・
須
賀
川
地
区
在

住
の
方
対
象
）

●
有
効
期
限
…
交
付
さ
れ
た
日
か

ら
5
年
間

●
申
込
方
法
…
免
許
証
を
自
主
返

納
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
1
年

以
内
に
下
記
窓
口
設
置
の
申
請

書
に
記
入
押
印
の
上
、次
の
①
、

②
の
い
ず
れ
か
を
添
え
て
申
し

込
み
。

①
運
転
経
歴
証
明
書（
有
料
）の
写

し
②
申
請
に
よ
る
運
転
免
許
の
取
消

通
知
書
の
写
し
お
よ
び
本
人
確

認
書
類
の
写
し（
市
民
証
・
保

険
証
な
ど
）

申
問
危
機
管
理
課　

東
２
階

　
（
２
３
）９
３
０
１

●
次
の
こ
と
は
、
犬
を
飼
う
上
で

飼
い
主
が
絶
対
に
守
ら
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

▼
飼
っ
て
い
る
犬
を
市
に
登
録
し

て
お
り
、
鑑
札
を
首
輪
に
付
け
て

い
る
▼
毎
年「
狂
犬
病
予
防
注
射
」

を
受
け
て
お
り
、
注
射
済
票
を
首

輪
に
付
け
て
い
る
▼
放
し
飼
い
を

せ
ず
、
リ
ー
ド
で
つ
な
ぐ
か
柵
内

（
屋
内
）で
飼
っ
て
い
る
▼
散
歩
の

際
は
、
必
ず
リ
ー
ド
を
付
け
、
フ

ン
は
必
ず
持
ち
帰
っ
て
い
る
▼
無

駄
吠
え
な
ど
で
他
人
に
迷
惑
を
か

け
な
い
よ
う「
し
つ
け
」を
し
て
い

る
▼
全
て
の
こ
と
に
責
任
を
も
っ

て
犬
を
飼
っ
て
い
る

　

犬
を
飼
う
と
い
う
こ
と
に
は
犬

の
命
を
預
か
る
責
任
と
共
に
社
会

に
対
す
る
責
任
が
あ
り
ま
す
。
愛

犬
マ
ナ
ー
を
守
り
、
責
任
の
あ
る

飼
い
方
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
飼
い
犬
を
む
や
み
に
傷

つ
け
た
り
、
衰
弱
さ
せ
た
り
な
ど

の
虐
待
や
、
飼
い
き
れ
な
く
な
っ

た
と
い
う
理
由
で
犬
を
遺
棄
す
る

こ
と
は
法
律
に
違
反
し
ま
す
。
犬

も
人
と
同
じ
命
あ
る
動
物
で
、
大

切
な
家
族
で
す
。
無
責
任
な
飼
い

方
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
ほ
か
、
犬
の
望
ま
な
い
繁

殖
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ

め
避
妊
手
術
を
お
す
す
め
し
ま

す
。
市
で
は
避
妊
手
術
費
の
補

助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。（
詳

細
は
手
術
を
す
る
前
に
一
度
生
活

環
境
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
）飼
い
主
の
責
務
を
果
た
せ
な

い
場
合
に
は「
狂
犬
病
予
防
法
」

「
動
物
の
愛
護
お
よ
び
管
理
に
関

す
る
法
律
」「
栃
木
県
動
物
の
愛

護
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
」

に
基
づ
き
、
厳
し
い
罰
則
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と

を
理
解
し
、
正
し
い
飼
い
方
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

《
犬
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
》

問
生
活
環
境
課　

Ａ
１
階

　
（
２
３
）８
８
３
２

《
犬
の
飼
い
方
に
関
す
る
こ
と
》

問
栃
木
県
動
物
愛
護
指
導
セ
ン

タ
ー

　

０
２
８（
６
８
４
）５
４
５
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下
水
道
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

訓

高
齢
者
運
転
免
許
証
自
主
返

納
推
進
事
業
に
よ
る
無
料
乗

車
期
間
を
延
長
し
ま
す

10
月
は
正
し
い
犬
の
飼
い
方

強
調
月
間
で
す
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市
で
は
、
空
き
家
を
有
効
活
用

し
、
定
住
な
ど
の
促
進
に
よ
る
人

口
の
増
加
な
ど
を
目
的
と
し
て
空

き
家
バ
ン
ク
制
度
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

市
内
に
空
き
家
を
所
有
し
て
い

る
方
は
ぜ
ひ
空
き
家
バ
ン
ク
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
と
は

　

市
内
に
あ
る
空
き
家（
所
有
者

の
事
前
申
し
込
み
が
必
要
）の

情
報
を
、空
き
家
を
買
い
た
い
・

借
り
た
い
方
に
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
を
利
用
し
て
情
報

提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

●
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
の
メ
リ
ッ
ト

・
交
渉
・
契
約
は
市
が
協
定
を
締

結
し
て
い
る（
公
社
）栃
木
県
宅

地
建
物
取
引
業
協
会
に
登
録
し

て
い
る
業
者
が
行
う
の
で
、
安

心
し
て
お
任
せ
で
き
ま
す
。

・
空
き
家
バ
ン
ク
の
登
録
は
無
料

で
す
。（
た
だ
し
、
契
約
が
成
立

し
た
場
合
は
、
法
律
に
基
づ
く

媒
介
手
数
料
が
発
生
し
ま
す
）。

・
空
き
家
は
放
置
し
て
い
る
と
、

建
物
の
傷
み
が
進
み
ま
す
。
ま

た
庭
木
な
ど
の
定
期
的
な
管
理

も
必
要
に
な
り
ま
す
。
空
き
家

を
放
置
せ
ず
、
状
態
が
良
い
う

ち
に
売
買
や
賃
貸
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
資
産
の
有
効
活
用
が

可
能
で
す
。

・
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
を
利
用
し
て

空
き
家
を
購
入
・
賃
借
し
た
方
は
、

空
き
家
改
修
費
補
助
金
や
空
き
家

利
用
子
育
て
世
帯
家
賃
補
助
金
と

い
っ
た
補
助
金
を
利
用
で
き
ま
す

（
条
件
が
あ
り
ま
す
）。

※
詳
細
は
、
左
記
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
都
市
計
画
課　

Ｂ
２
階

　
（
２
３
）１
９
１
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市
内
で
、
屋
外
広
告
物
の
表
示

お
よ
び
掲
出
物
件
の
設
置
を
す
る

場
合
は
、
市
都
市
計
画
課
に
許
可

申
請
の
上
、
許
可
を
受
け
て
か
ら

設
置
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
屋
外
広
告
物
と
は
…
屋
外
広
告

　

物
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
次
の

　

４
つ
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す

　

も
の
を
い
い
ま
す
。

①
常
時
ま
た
は
一
定
の
期
間
継
続

　

し
て
表
示
さ
れ
る
も
の
。

②
屋
外
で
表
示
さ
れ
る
も
の

③
公
衆
に
表
示
さ
れ
る
も
の

④
看
板
、
立
看
板
、
は
り
紙
お
よ

び
は
り
札
な
ら
び
に
広
告
塔
、

広
告
板
、
建
物
や
そ
の
他
の
工

作
物
な
ど
に
掲
出
さ
れ
、
ま
た

は
表
示
さ
れ
た
も
の
並
び
に
こ

れ
ら
に
類
す
る
も
の

●
屋
外
広
告
物
の
例
…
広
告
板
、　

広
告
塔
、
壁
面
広
告
物
、
壁
面　

突
出
広
告
物
、
は
り
紙
、
は
り　

札
、
立
看
板
、
置
看
板
、
の
ぼ　

り
旗
、
広
告
幕
、
ア
ー
チ
、
ア
ー　

ケ
ー
ド
添
加
広
告
物
、
電
柱
・　

街
灯
柱
等
を
利
用
す
る
広
告
物
、　

車
両
に
表
示
さ
れ
る
広
告
物
、　

ア
ド
バ
ル
ー
ン
、
サ
イ
ン
ポ
ー
ル

●
屋
外
広
告
物
の
施
工
に
つ
い
て　

屋
外
広
告
物
の
表
示
・
設
置
は
、　

栃
木
県
に
登
録
し
た
屋
外
広
告　

業
者
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が　

で
き
ま
せ
ん
。

※
登
録
業
者
の
一
覧
は
県
ホ
ー
ム　

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

●
管
理
者
の
設
置
義
務
…
屋
外
広

告
物
の
表
示
・
設
置
に
は
、
の

ぼ
り
旗
や
置
き
看
板
、
は
り
紙

な
ど
の
簡
易
な
広
告
物
を
除

き
、
管
理
者
の
設
置
が
必
要

で
す
。
管
理
者
に
つ
い
て
は
、　

都
道
府
県
、
指
定
都
市
ま
た
は

中
核
都
市
の
屋
外
広
告
物
講
習

会
修
了
者
や
屋
外
広
告
士
の
試

験
に
合
格
し
た
者
な
ど
で
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

都
市
計
画
課　

Ｂ
２
階

　
（
２
３
）８
７
１
１

　
「
緑
の
募
金
」は
、
身
近
な
緑
化

の
推
進
に
活
用
さ
れ
る
ほ
か
、
貴

重
な
水
資
源
を
確
保
す
る
た
め
の

森
林
整
備
や
地
球
温
暖
化
防
止
に

必
要
な
環
境
保
全
に
も
活
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

●
募
金
方
法
…
家
庭
、
街
頭
、
イ

ベ
ン
ト
、
職
場
、
企
業
、
団
体

な
ど
随
時
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
振
込
手
数
料
無
料
の「
緑

の
募
金
」専
用
振
込
用
紙
が
あ

り
ま
す
。
詳
細
は
、
左
記
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

と
ち
ぎ
環
境
・
み
ど
り
推
進
機

構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問（
公
社
）と
ち
ぎ
環
境
・
み
ど
り

推
進
機
構

　

０
２
８（
６
４
３
）６
８
０
１

　

http://t-km
s.sakura.ne.jp

　

行
政
相
談
は
、
行
政
に
関
す
る

苦
情
・
意
見
・
要
望
を
受
け
付
け
、

そ
の
解
決
や
実
現
を
促
進
す
る
と

と
も
に
、
行
政
の
制
度
や
運
営
の

改
善
に
生
か
し
て
い
ま
す
。

　

相
談
日
の
日
程
は
、
生
活
カ
レ

ン
ダ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
情
報
政
策
課　

Ａ
２
階

　
（
２
３
）８
７
０
０

大
田
原
市
空
き
家
バ
ン
ク
制
度

屋
外
広
告
物
の
表
示
・
設
置

に
つ
い
て

「
緑
の
募
金
」
運
動
に
ご
協
力

お
願
い
し
ま
す

10
月
16
日
（
月
）
〜
22
日
（
日
）

は
、
行
政
相
談
週
間
で
す

ＤＶ相談ナビ　ひとりで悩んでいませんか？

　配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよい
かわからないという方のために、全国共通の電話番号から相談機
関を案内するＤＶ相談ナビサービスを実施しています。発信地な
どの情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、直
接ご相談いただくことができます。匿名でも相談できますのでご
安心ください。※ご相談は、各機関の相談受付時間内に限ります。
※通話料がかかります。
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